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ドイツ文化交流政策にみる文化と国家

一一ふたつの「文化国家」から国際文化関係の座標軸へ一一

川村陶子＊

Summary 

The goal of this article is to identify the main approaches to international cultural 

relations in the Federal Republic of Germany through analyzing the policy discussion 

during the first term of the Kohl government (1982-1987). 

The policy of cultural relations, often called 、foreign cultural policy" in Germany, refers 

to government ’s involvement in international cultural exchange and cooperation. Since 

cultural affairs are primarily concerned with individual level international relations, the 

policymaking of cultural relations accmpanies a dilemma between two incompatible 

requirements; on the one hand, policymakers would like to present an attractive image of 

their country to foreign citizens through the exercise of control over state funded cultural 

activities; on the other hand, policymakers are constrained to foster a long-term relationｭ

ship with the outside world through the promotion of diverse private initiatives in cultural 

activities, which, however, can only be attained by refraining from state intervention in the 

details of such activities. 

I suppose that there exists contending philosophies of international cultural relations at 

two levels behind this dilemma. On the surface level, there is a conflict over concrete 

policy planning; should the government promote only those activities which contribute to 

strengthening the country ’s "national culture" , or should it guarantee the freedom of 

different cultural activities ? On the deeper or meta level, there are several complex 

issues, which I call "the coordinate axes'' , of cultural relations, for example; what is the 

characteristic of contemporary international relations ? What role does culture play in 

world affairs ? And, what is the nature of culture in the first place ? Identifying these 

two level philosophies should be insightful when thinking about the problems of culture in 

international relations. 

With this assumption in mind, I examined the actual policy discussion in the FRG. 

During the first term of the Kohl government, politicians, government officials, officers at 

international exchange institutions, and intellectuals expressed their opinions on whether 

it was necessary to switch the foreign cultural policy, which had since the 1970s promoted 

various activities, inculding such controversial ones as lectures on Nazi history and 

environmental issues. Examining the debate in the Bundes向g, speeches, magazine and 

newspaper articles, one can identify the contending approaches at two levels indicated 

above. 
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My conclusion is that the whole discussion was divided into two broad positions, which 

could be named "the Conservative Position ’F and "the Liberal Position," accrding to the 

policymakers' attitude toward the cultural relations philosophies. 

On the surface level, the two groups attached different meanings to the term れcultural

state (Kulturstaat)" a keyword when they referred to the relationship between culture and 

state. The Conservatives conceived the cultural state as one which expresses the German 

culture positively through the promotion of language and presentation of traditional 

culture, so that the world would regard the FRG as the authentic German state compared 

with its Eastern counterpart, and that the West Germans would acquire a positive national 

identity. The Liberals, on the other hand, regarded the cultural state as one which opens 

itself up to different cultures promoting a free flow of information and mutual cooperation 

among different cultures. 

On the meta-level, the two approaches to cultural state were further divided into three 

coordinate axes. First, state centric vs. intersocietal (or transnational) relations oriented 

in international relations; second, centripetal vs. open with regard to the cohesive strength 

of cultures; and third, group-oriented vs. individual oriented in the relationship between 

culture and its members. The Conservatives had a state-centric image of international 

relations, and centripetal and group『oriented image of cultures; the Liberals, on the other 

hand, had interstate-oriented image of world affairs, and open and individual oriented 

image of cultures. Thus, the two groups represented opposite attitudes towards internaｭ

tional cultural relations. 

The complex structure of contending philosophies of foreign cultural policy reflects the 

difficulty for the contemporary state in presenting itself to the rest of the world. Although 

a more comprehensive examination of other cases would further enhance the understandｭ

ing of culture in international relations, the findings of this case study present some hints 

to researchers and practitioners of cultural relations when they approach some of the 

complex underlying issues. 

1 .文化交流政策にみる文化と国家
って，現代の国際関係を運営する上での重要な手

段となることが，改めて認識され始めている。日

本では， 1989年に竹下登首相（当時）が，国際文

化交流を支柱のひとつに掲げた「国際協力構想」

を発表して以来，文化交流が，外務省のみならず，

行政の全体的な力点のひとつになった2。 1994年 6

月には，細川護照元首相が召集した「国際文化交

流に関する懇談会」（通称「総理懇」）が報告書を

提出し，「国際環境と国内政治の大きな変動に伴

い，…国際文化交流の重要性と緊急性が著しく高

ま」った3ことを理由として，従来の文化交流政策

を再検討する必要性を指摘するとともに，行政の

各分野での改革を提言している 4。

文化交涜政策のテeイレンマの背後にあるもの

国際関係論の学問体系において，とくにいわゆ

るポスト冷戦の時期に入ってからは，従来の「国

際政治」「国際経済」「国家安全保障」といった枠

組みにはまらないダイナミクスをとらえようとす

る動きが高まってきている。「文化」が，このよう

な新しい国際関係論の鍵となる概念のひとつであ

ることは，国際的な異文化聞の摩擦を「文明の衝

突」というゆがんだ鏡を通してセンセーショナル

に拡大して見せたノ、ンティントンの議論iが世界

中で大反響を呼んだことが象徴するとおりである。

このような中で，文化交流が．政策決定者にと しかしながら，現代において，国家（政府）が
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文化交流を行うことには，深刻なテeイレンマがつ

きまとう。文化交流政策の基底には，国際関係に

おける文化と国家のからみあいという，複雑で難

解な問題が存在するからである。

文化交流は，基本的に，「ひと」のレベルで行わ

れるものである。国境を越えて，異なる文化を背

負った人々が接触しあい，おEいに影響を与えあ

う。このような文化交流に国家が関与する文化交

流政策は，国家（政府）にとっては，国家レベル

の国際関係構築に「ひと」のレベル，つまり国民

レベルの国際関係を利用する手段である。 5と同時

に，政府から距離を置いてみたとき，文化交流政

策は，国家が国民レベルの国際関係構築にはいり

こみ，極端に言えば，これを操作する手段でもあ

る。交流事業の内容決定に国家権力が介入するこ

とは， ときに表現の自由，文化の発展権といった

人権の侵害につながることもある。とくに民主主

義国家においては，政府が政策として文化交流を

積極的に推進する重要性がうたわれながら，政府

が文化交流政策にどこまで介入するか，国家はど

のように文化交流に関与すべきかについてがしば

しば問題となる。

こうしたディレンマは，文化交流政策の政策決

定者たちがもっ，政策の立案方針，あるいは政策

の「理念」の相違に由来している。そして，政策

理念の相違をさらにつきつめると，国際関係にお

ける文化を，国家との関係においていかにとらえ

るかという，より根本的な問題についての見解の

相違一国際文化関係のイッシューにアプローチす

るうえでの，頭の中の座標軸のようなものーに到

達すると考えられる。

ここで設定する「思考上の対立軸」は，単純な

一次元，二次元の座標軸ではない。現代の国際関

係・国家・文化に関する問題群 たとえば，国際

関係のイメージ，国家の役割，国民統合のあり方，

そして何よりも文化の定義ーについての，複数の

別個の対立軸である。大巌秀夫は， 1980年代前期

の日本政治についての研究で，当時の政策の諸争

点における議論の構造が，「右翼対左翼」という伝

統的な二項対立図式では十分に説明できないこと

を指摘し代わりに経済・社会道徳（文化）・政治

のイッシュー領域別に三組の「イデオロギ一的対

立軸」を設定した。当時の日本では，経済面での

自由主義が，道徳面での伝統的保守主義と社会的

自由主義の双方と結ぴっき，社会民主主義が行き

場を失うといった「対立軸の『ねじれ』」が生じ

た，というわけである九文化交流政策についても

同様に，上記のデイレンマの原因をなしている理

念的対立は，より潜在的な次元での，いくつかの

異なる分野での対立軸が，各ケースの地域的・歴

史的文脈によって，また個々の論者の立場によっ

て，さまざまのねじれをもって組み合わされたも

のであると推測できるのである。

文化交流（政策）のディレンマの背後に存在す

る「国際関係における文化と国家」の問題は，文

化交流に関心を持つ研究者や実践者の間で常に意

識されていながら，これまでその具体的内容が明

らかにされてこなかった。上記のような思考上の

対立軸を設定することは，文化交流はもちろんの

こと，国際関係における文化一般の問題について，

学問的に，あるいは実践的に取り組むための，ひ

とつの手がかりを提供しうると考えられる。そし

て，その第一歩として，まず現実の文化交流政策

のプロセスにおいて，理念的問題に関連している

部分を拾い上げ，そこでの議論を読み解〈作業が，

いま必要であると思われる。

以上のような立場から，本稿では， ドイツ連邦

共和国（旧西ドイ、ソ，以下ドイツと略記）で80年

代前半から中盤の時期に行われた‘文化交流政策

に関する「白パラ論争」を分析する。「論争」での

論点をふたつの異なる「文化国家」イメージに代

表される対照的な政策理念に整理した上で＼さら

にこのふたつの立場から，より抽象的な三つの思

考上の対立軸を抽出することによって，文化交流

政策のディレンマの基盤にある文化と国家の問題

を明らかにすることを試みる。

実際の文化交流政策の決定や実施において，政

策の理念やそれを支える国際文化関係の諸問題に

関する議論が，政策の表面に浮上することはまれ

であった。上述した日本の総理懇でも，報告書の

中では，文化交流政策のテゃイレンマや，文化と国

家の根本的な問題についての言及はみられない。

そのような中で，戦後長きにわたって国家分断の

試練にさらされつつ，文化交流を通して国際的緊
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張緩和と民主主義国家建設が模索されてきたドイ

ツでは，文化交流政策に関する議論が，とくに国

家建設のクリテイカルな時期に，公的な場で比較

的盛んに行われてきた。本稿の事例である「白パ

ラ論争」が行われた時期は，コール保守中道政権

の第一期目にあたっており，社会民主党中軸連立

からの政権交代の背景で1 ドイツ国内外にさまざ

まの政治的・社会的問題が噴出していたときである。

以下，本節後半部分では，まず，従来あまり学

問的に取り上げられなかった文化交流政策という

政策分野について，関連諸概念の用語法にも留意

しながら概説する。続く諸節においては， ドイツ

での実際の議論を司「文化国家」というキーワード

を中心に整理する。そのうえで，「白パラ論争」に

おける三つの対立軸を提起しその特徴を明らか

にする。最後に，本稿での分析結果が，より広〈

国際関係における文化を考える上で，どのような

意味を持っかについて，若干の考察を加える。

文化交流・文化交流政策・文化

文化交流は， 日本では非常にポピュラーなこと

ばである。しかし同時に，日本独特の用語でも

ある。外国語で、ぴったりした同義語は存在しない7

上，日本語の中でも，「国際交流」「国際文化交流」

などの用語と混用されており h その内容を明確に

定義することは難しい。文化人類学でいう文化接

触（acculturation）とほぽ同義に，意図せざる自

然的現象も含めて一般的な文化同士の交わりとし

て捉えられる場合もあるし実践的な立場からは，

ある目的のもとに意図的に異なる文化を「交わら

せる」こと（文化交流事業）に限定される場合も

ある。本稿では，前者を広義の文化交流，後者を

狭義の文化交流と呼ぶ。本稿で主に考察の対象と

するのは狭義の文化交流である（以下では狭義の

文化交流を，単に文化交流，あるいは文化交流事

業と表記する）。

文化交流政策とは，国家が直接，および、間接的

に，狭義の文化交流に関与することである。文化

交流に「直接関与する」とは，政府機関が文化交

流事業の企画立案から実施までの全てに関する業

務を担うことをいう。これに対し，「間接的な関与」

とは句政府機関以外の団体が実施する文化交流事

業について，政府が財政的・人的・物的その他の

資源や便宜を提供することをきす。

一国の政府関係者にとって，文化交流政策は，

自国を世界に提示する手段であるとともに，圏内

的にも，自国国民のナショナル・アイデンティテ

ィの形成や国民統合の手段となる。「文化紹介」や

「自国語の普及」は，適切に執行されれば，外国

の国民に自国についての好ましいイメージを形成

することができる。同時に，諸外国国民の自国に

対するイメージが，自国国民の自国に対するイメ

ージを決定する。すなわち，外から自分の国がど

う見られているか， 自分の国の文化が外国の人々

にどのようなものと捉えられているかを認識する

ことが，アンダーソン風にいえば，自国国民に共

通の国民文化（national culture）を「想像」させ

ることにつながるのである九「文化交流によって

文化がつくられる」といってもよいだろう 100 

文化交流（政策）でとりあつかわれる「文化」

の定義については，本稿では意図的にブランクに

しておく。周知のように，文化は非常に複雑な概

念である。諸々の人間集団が，歴史的発展の中で，

「未開」「異質」とみなされるものと自分たちを区

別するために用いてきたこの言葉は，言語系統や

地域によって，異なるニュアンスを帯びている。

そのうえ，文化人類学的・社会学的な広義の文化

概念と，人文学的な狭義の丈化概念，日本語の「文

化住宅」のような形容詞的用法など，さまざまの

用語法がある。こうした状況下で，現実の多様な

社会的・政治的文脈の中で，異なる立場の人々が，

それぞれの見解を込めて文化を論じている。文化

交流政策をめぐる議論では，むしろ，この文化概

念に込められた国際関係における国家と文化につ

いての見解の相違こそが，分析の焦点 思考上の

対立軸を規定するものーとなってくる。

文化交流政策において，政策決定者は，政策で

取り扱うべき文化， とくに「自国の文化」を常に

定義しなくてはならない。文化は一般に人聞の集

合的営為を含意するが，今日の国家が，（多くの場

合そこに政府が介入し規定することのできない）

異なる価値観や性向をもっ，多様な諸個人から構

成されていることは，文化交流の政策決定が，常

に諸々の文化要素とそれを担う人々の，文化交流
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で扱われる文化への包摂，あるいはそこからの排

除という政治現象を伴うことを意味する。

文化交流政策は，国家と文化，あるいは政治と

文化が相魁する場である。文化交流政策をめぐる

議論を詳細に見ていくと，国際関係における文化

と国家についての，異なる立場が明らかになって

くる。以下の部分では，コール政権第一期目のド

イツを例にとって，文化交流政策にあらわれた国

際文化関係の座標軸を探っていくことにするc

2. 80年代旧西ドイツでの文化交流政策
論争（「白パラ論争」）における
「文化国家」についての主張

ドイツの文化交流政策と「自パラ論争」

第二次世界大戦後のドイツでは，常に二党派以

上の連立政権が続いてきた。細かな政権交代を無

視すると， 60年代後半までの保守中軸・ 60年代末

から 80年代初めまでの社民中軸・ 80年代中期以降

再び保守中軸という，三つの連立政権期に分けら

れる。現在行われているドイツの文化交流政策

(Auswartige Kulturpolitik。以下ドイツの政策

の場合，定訳に従って対外文化政策と表記）の基

盤は， 1970年代の S PD （社会民主党）中軸政権

期に形成きれた。なお，対外文化政策の担当官庁

である外務省は，この時代から 1995年現在まで，

連立のキャスティングヴオートを握るリベラ jレ小

政党， FD p （自由民主党）が掌握している。

60年代半ばまでの対外文化政策は， ドイツが東

西に分裂した状況のもと，当時の西ドイツが「ナ

チスとは違った古きよき時代のドイツ」を代表す

る正統性を国際社会に主張する必要もあって， ド

イツで19世紀以来定着してきた「教養文化」とし

ての文化概念日に従い，ワイマル期よりも以前の

時期を中心とした音楽や美術，哲学など， ドイツ

文化の人文学的側面を海外に紹介することに力点

を置いていた。また．外国におけるドイツ語の普

及が奨励され，東欧や南北アメリカ大陸をはじめ

世界の諸地域に散在するドイツ系住民と， ドイツ

語学校支援を通してコンタクトを結ぶことが重視

されていた。しかし保守中軸政権から大連立，

社民中軸政権という政権交代に伴って，また東方

政策や両ドイツ条約の締結をはじめとする国際的

な緊張緩和の気運にのって，対外丈化政策は，理

念面でも組織面でも，新しいものへと転換を遂げ

ることになった 120 

まず，理念的には，「拡張された文化概念

(erweiterter Kulturbegriff）」と「ノ fートナーシ

ップ（Partnerschaft）」というふたつのキーワード

が掲げられた 13。これによって，第一に，近現代の

侵略戦争を含めた歴史のイ y シューや現代の社会

問題，開発援助などを含めた，人間生活の総体と

しての広義の文化が，対外文化政策の対象にくみ

いれられた。 ドイツ語はそのような文化交流を行

うための手段であることが確認され，言語の普及

それ自体を目的とすることはなくなった。第二に，

政府当局の自己利益に従って一方的にドイツ文化

を外国国民に提示する姿勢が改められ，交流相手

の意向をとりいれた共同の文化プロジェクトや，

外国文化のドイツ圏内への紹介といった，双方向

の文化交流が志向きれるようになった。

SP D政権期に策定された一連の対外文化政策

原則は，東西ドイツ統ーを展望して，文化交流に

おける「ひとつのドイ、ソ文化」を強調していた。

しかし同時に，上記の新しい基本概念の導入によ

って， ドイツのユニークな文化的側面への執着を

こえて，異文化を尊重し，人類共通の目標に基づ

く国際協力に取り組む姿勢が， ドイツ政府関係者

に広まったといえる。

また，組織的にみると，文化交流を専門的に実

施する半官半民あるいは民聞の Mittleror

ganisationen （直訳すると「媒介機関」，本稿では

以下「専門機関」と表記）を中心として，政策の

実施機構が分権化されることが制度として定着し

た。海外での公的文化事業の実施は，分野別に特

化した専門機関14に個別契約によって委託きれ，

主務官庁たる外務省の担当は，政府聞の文化協定

締結等の一部の領域に限定された。対外文化政策

の方、イドラインのひとつである，連邦議会専門委

員会報告に対する連邦政府答申 (1977年）では，

連邦政府は総合調整と融資を担当し，専門機関は

文化交流事業を自己の責任において実施すること

を規定している 150 

しかし，主に FD P左派と S p D勢力によって
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立案された，このような「リベラル路線」の対外

文化政策に対し，当時野党であった CDU （キリ

スト教民主同盟）やC SU （キリスト教社会同盟）

の右派政治家たちは，不満を募らせていた。 ドイ

ツでは戦後，ナチスの歴史から目を背け，安穏に

ひたろうとする社会風潮を偽善的として強く批判

する知識人・芸術家や，個人の生活改革の立場か

ら平和・環境等の問題に取り組む市民勢力が成長

していたが，対外文化政策がその対象に現代の社

会や政治の問題を含めた幅広いイッシューを取り

込むことによって，それらの批判的勢力が公的な

文化交流に参加する道が開カ通れたのである。こう

した展開は，戦後社会建設の基盤としてドイツ民

族としての肯定的アイデンティティと政府の積極

的なイニシアティヴを志向し，これに立った東西

ドイツの再統ーを希望していた保守的な政治家た

ちにとっては，耐え難いことであった。

保守主義批判勢力の浸透は，とくにドイツ最大

の文化協力の専門機関ゲーテ・インスティテュー

ト（Goethe-Insti tut，以下ゲーテと略称）の文化

交流フ。ログラムにおいて顕著で、あった。ゲーテは

法律的には民間の社団法人（登記社団 ein

getragener V erein）であり， 1992年度で 3億3400

万マルク（約273億8800万円）の予算と 3400人の職

員，海外73カ国に 147の文化会館を有する 16, ドイ

ツ最大の専門機関である。文化会館を拠点に， ド

イツ語の語学教育や，図書館による情報提供，映

画上映会・コンサート・展覧会・講演会・セミナ

一等の文化交流事業の主催や開催支援を行ってい

る。 1979年に外務省と締結した基本契約（Rah

menvertrag）と同年制定の定款（Satzung）によ

って．事業運営は原則的にゲーテの自己責任にお

いて行われ，海外プログラムに関する最終決定権

は各文化会館の館長が有することが定められてお

り，各国のゲーテ文化会館では，現地社会のニー

ズに合わせて，多種多様な文化プログラムが実施

きれている。ここでは，社会風刺的な美術作品の

展示や，批判的な知識人や市民活動家の講演会開

催，途上国の独裁を批判する内容の映画上映など

も行われたため， S p D中軸政権期においても，

現地のドイツ大使館や連邦議会の保守勢力などか

らクレームがつくことがあったへ

世界的に新保守主義の嵐が吹き荒れていた1982

年秋，約13年ぶりに政権がへルムート・コールを

首班とする CDU/CS U中軸連立に移ると，ゲ

ーテが所管する海外のドイツ文化会館での文化交

流事業の内容について， Cs U出身の連邦議会議
員クラウス・ローゼが．マスメディアを利用して

鋭い批判を浴びせた 18。これとほぼ時を同じくし

て，ヒトラ一体制下の学生抵抗運動を描いたミヒ

ャエル・フェアへーヴ、ェン監督の製作による映画

「白パラ（Die Weiβe Rose）」が，連邦通常裁判

所を非難するテロップがついているという理由か

仏外務省によって一方的に海外文化会館での上

映を禁止され，国家権力の文化交流への介入に反

対する人々の憤激を買った19a 以上のふたつの事

件を皮切りに，連邦議会内部のみならず一般のメ

ディアにおいても，対外文化政策全般の方針をめ

ぐる様々な議論が，断続的に行われた。

本稿では，これらの一連の議論をひとくくりに

して，「白パラ論争」と呼ぶ「白パラ」は，議論の

契機となったふたつの事件，つまり海外文化会館

での上映を禁止された映画「白パラ」と，ゲーテ

批判の先鋒ローゼ議員の姓（Rose）に由来している。

一連の議論は，フォーマルな場での一貫したテ

ーマに沿った討論というよりも断片的な議論の寄

せ集めという色彩が強しその内容も，多くは海

外文化会館での講演会や外国でのドイツ語普及と

いった個々の事業の方針についての意見のぶつか

りあいであったり，また政権内部での右派対中道

左派の主導権争いを反映した中傷合戦であった200 

さらに，論争の趨勢は，当時のドイツ社会を内外

から揺るがした様々の環境要因（草の根反核平和

運動の盛り上がり，いわゆる「歴史家論争」 21 を契

機とするドイツ人の歴史観の聞い直し，「新冷戦」

からコ。ルパチョフ以後の緊張緩和に至る東西関係

の変動と，それに伴うドイツ外交路線の再検討ペ

ヨーロッパ統合の進展など）に強く影響されてい

た。しかしながら，大局的に見ると，それらの議

論は，国家と文化の関係に関する，相反する思潮

の対立として理解することができる。

「白パラ論争」は，大きくふたつの陣営に分け

られる。一方にローセe議員やCDU/CS U右派

政治家を中心とし 1970年代の路線を修正して文
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化交流に対する政府統制を強め，「美しい，よいド

イ、ソ像の提示」としての対外文化政策に立ち返ろ

うとする一派（これを本稿では「保守派」とよ

ぶ），他方に野党 S p DやS p D中軸期からの政権

与党FD P ・新与党CD Uの中道左派，ゲーテ関

係者等の， 70年代の自由で分権的な政策路線の継

承を主張する一派（本稿では「リベラル派」とよ

ぶ）が対時している。メディアも保守派色・リベ

ラル派色がそれぞれつよいものに分かれ，各陣営

の論者の主張を掲載している 230 

論戦が最も激しかったのは，コール政権第一期

目にあたる 1982年から 1987年であったが，この「論

争」の結果として，実際の政策方針が大きく転換

したわけではない。 80年代後半のデタント，ヨー

ロッパ統合の進展，そしてベルリンの壁崩壊へと

いう外交環境の変化と，二期目を迎えたコール政

権下での国内政治の安定の中で－， 70年代以来の国

際協調外交が再ぴ正当性を得るにつれ，対外文化

政策についての意見の対立も，自然消滅していっ

たかのようであったc 政策の執行過程においても，

ゲーテへの政府統制が強まる動きが顕著だったの

は，とくに1983年から 84年にかけてと， 1986年の

一時期だけであったC 1987年 6 月には， S p D 中

軸政権期以来の分権的な対外文化政策の原則を再

確認する外務省通達が在外公館に送られている2\

しかしその一方で，ふたつの思潮の対立は，完

全になくなることもなかった。保守派とリベラル

派は実質的には何ら歩み寄ることがなく， 1990年

代にはいる頃からは， ドイツ統一と国際関係の変

動の中での対外文化政策の再編方針をめぐって，

ふたたび議論が沸き起こっている。その意味で，

「白パラ論争」は，一過性のものではなし文化

に関する本質的かつ普遍的な思潮の対立が， 1980

年代前半のドイツ国内外の政治・社会的変動の中

で先鋭化したものということができょう。

以下，本節後半部分では，「白ノぜラ論争」におけ

る文化と国家についての主張にあらわれた両派の

政策理念をひとつのキーワードに沿って整理し，

第 4 節で国際文化関係についての対立軸を見極め

る下準備とする 250 なお，前述のように，「論争」

の最も中心的な時期は1982年から 1987年までであ

るが，この期聞の前後の時期で問題に直接関連す

る論説も，本稿では考察の対象に含めている。

キーワードとしての「文化国家」

「白パラ論争」において，論者たちの文化に関

する主張を象徴的に表しているのが，「文化国家

(Kulturstaat）」ということばに対する彼らの姿

勢である。

「文化国家」という用語の起源は19世紀にさか

のぼるが26，戦後の対外文化政策においては，この

表現は， 1970年代の政府や議会の意見表明の中に

すでに登場していた。たとえば75年の「専門委員

会報告書」においては，「文化国家としての連邦国

家を（世界に）表出すること（Reprasentation）」

が，「相手国の文化と対話を行うことへの意欲と能

力の表出」とともに対外文化政策の基本的趨勢と

して挙げられている 270 そして政権交代期ごろか

ら，ポスト産業社会としての「文化社会」，あるい

は「文化国家」の建設が重要である， という言い

回しが，一部政党の綱領28や政府の文書・声明”の

中で，俄然目立ってきている。

「白パラ論争」では，保守派， リベラル派の双

方が， ドイツはいまや文化国家になった，だから

それにふさわしい対外文化政策を行うべきだ，と

いう文脈でこのことばを用いている。ただし，そ

れぞれが主張する「文化国家」の内容は，非常に

対照的である。さらに，後述するように， リベラ

ル派の内部では，「文化国家」の用語を使用するこ

と自体の是非について，見解が分かれている。こ

のスローガン的な表現に込められた各陣営独自の

意味あいを比較すると，保守派とリベラル派では，

文化交流政策の基盤をなす文化と国家の関係につ

いて，かなり異なった理念が背景にあることがわ

かる。

保守派の「文化国家」

保守派の主張する文化国家とは，端的に言えば，

ドイツの伝統的文化を核として強力に国民統合を

おしすすめるとともに，国際社会における自国の

文化的プレゼンス強化を積極的に主導する国家の

ことである。

彼らにとって，文化国家とは，経済力の増大と

いう意味での産業社会の後に続くものであり，「産
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業国家（Industriestaat）」や「通商国家（Handels

staat）」とセットになる概念である。その根底には

「輸出大国から文化大国へ」という，一種の大国

意識が存在しているといえる。保守派のひとりで

あるコール首相は，連邦議会で行った演説で次の

ように表明している。「もしもドイツ連邦共和国

が，輸出・貿易大国あるいは近代産業社会ではあ

っても，文化的景観が内外に向けて整備された国

家でないとしたら，結局のところ人類や平和のた

めの貢献はできないと思われるのです。」 30

保守派は，国民が自己の国家や社会に自信と誇

りをもたなくてはならないこと，そして国民の自

信と誇りを生むような文化を育成する体制を国家

が保障することが必要だ，と主張する。彼らによ

れば，「国民（Nation）の文化的本質を，全力をも

って強化増大させる国家こそ，自己を主権国家と

して賛美することになる」 31。対外文化政策は「連

邦共和国ι ……外に向かつて輝く，『文化国家』

として形作り」，「そこでは，誇り（Stolz）もまた

示きれなくてはならない」32。そして，そのような

「文化国家」を世界に呈示するための対外文化政

策では， 1960年代までのように， ドイツ語の普及

と伝統文化の紹介に重点をおくべきだとされる。

世界中で自分の母語が話きれることは喜ばしいこ

とだべまた，結局長い目で見て外国の人々の共感

を呼ぶのは古くからある人文学的文化だへとい

うことになる。

哲学者のベーター・コズロフスキーが， 1988年

に連邦政府の文化政策の学問的基礎づけの一冊と

される『ポスト・モダンの文化』の中で行った主

張は，保守派の文化国家観の知的エッセンスとい

える。コズロフスキーは，現代社会において，単

に無限に「聞かれた」文化の自由や多様性を追求

するだけでは，そこに生きる個人は自己喪失に陥

るであろうと警告する。そして伝統に則った宗教

的生活規範と，それと両立する文化的規範を確立

することを唱える。ドイツでは長らし「社会的・

文化的な権力」と「国家的な権力」が切り離し可

能であると誤って考えられてきた。文化政策は今

や両者の緊張をはらんだ統一を達成することによ

って，社会に文化的規範を取り戻す役割を担って

いる， と彼は示唆している 35。

保守派にとって文化国家とは，国家統ーの文化

的基盤を強化するために政府がイニシアティヴを

とる国家である。彼らにとっての対外文化政策は，

したがって，そうした文化国家が世界に向かつて

自己主張を行川他国と比べて相対的に統合基盤

を強化するための手段である。その根底には，特

に政府主導で積極的な自国文化伝播の活動を行う

隣国フランスや，社会主義の素晴らしさを文化事

業を通して宣伝する当時の東ドイツに対する，強

烈な対抗意識がある。ある連邦議会議員は，「ヨー

ロッパ……，また世界におけるドイツの地位と声

望は，文化国家としてのドイツ連邦共和国がどの

ように呈示されるかにかかっている」と明言して

いる。対外文化政策を通して，世界の他の諸国の

人々から， ドイツ国民が素晴らしい文化的規範の

もとに団結しているというイメージを抱かれるこ

と，それによって「海外でのわが国に対する関心

を高め，共感と友情を呼び起こすこと」一これこ

そが文化国家ドイツが掲げるべき目標なのであ
る 360 

保守派が，以上のような特徴を持つ「文化国家」

ドイツを強調する背景には，西ドイツが戦後40年

を経て敗戦国・侵略国・分断国家の熔印から脱却

し，確固たる国民統合を成し遂げるために，国家

の文化的統合基盤を充実させようとする願いがあ

った。 1980年代には世界経済の牽引車といわれる

までの発展を遂げた西ドイツであるが，その社会

の内部では，ナチスの過去との断絶願望が1960年

代以来のカウンター・カルチャーの諸潮流と重な

り，ポジティヴなナショナル・アイデンティティ

がなかなか発展しない事情があった3＼西ドイツ

国民が自己の国家を肯定的に受けとめられず，積

極的発展を願わないことに対する保守派の不満と

焦りは，彼らが文化国家ドイツの形成を唱えるト

ーンを一層強いものにしている。

さらに，「白パラ論争」当時ではまだ未達成であ

った東ドイツとの再統ーとの関連では，分裂より

はるか以前からの民族的伝統を西ドイツの国民統

合の基盤として強調することで，マイネッケ風に

言えば，西ドイツが東西ドイツ「文化国民（Kultur

nation）」の団結の国家的枠組みになる希望を保持

するねらいがあったといえる。保守派の文化国家
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の主張は，将来の統一ドイツをも視野に入れた，

戦後ドイツの国民国家建設というひとつのプロジ

ェクトと表裏一体をなしていたのである。

リベラル派の「文化国家」

リベラル派の想定する文化国家は，保守派のそ

れとは大きくかけ離れている。それは，多様な文

化のありかたを許容し，圏内の自由な文化の発展

を積極的に推進する国家である。そのような文化

国家の細かな条件については， 1 ） ベラル派内部で

もくいちがいがあるものの，文化との関係におい

ては，そこに生活する人聞の自由な創意の尊重を

基本においた国家を望ましいとする点では，彼ら

は一致している。

まず，彼らの文化国家概念は，何よりも「権力

国家との訣別」から発する。経済成長や軍事力の

拡充の裏でないがしろにされてきた「より人間的

な生活の条件」を追求し，生活の質的向上をはか

ることが，いま必要だとされる38。そのための鍵と

して，個々人の自由なイニシアティヴに基づく文

化の発展が可能となるような環境を整える国家が，

文化国家として位置づけられる。広い意味での文

化の自由 基本法（ドイツ憲法）に定められた言

論・思想・表現の自由はその根本をなすものであ

るーを保障することが，彼らの言う文化国家の第

ーの条件であり，また使命である。文化の自由は

もちろん文化交流においても保障されるべきもの

であるから．対外文化政策も専門機関の裁量に任

せて，その都度最適と思われるような事業を行わ

せればよいことになる。

自由な文化交流の保障という文化国家の使命は

また，多様な文化のあり方に対する寛容の精神を

も意味している。ハンス＝ディートリヒ・ゲンシ

ャー外相（当時）は，「著述家や芸術家たちが，・・

妨害されることなく （文化フ。ログラムに）登場で

きることが，自由民主主義と文化国家の誇りなの

である」と明言している 390 

リベラル派は全体的に，文化の自由の保障を最

前面に押し出し，国家の役割を最小限に押さえよ

うと主張する傾向がある。一部のリベラル派は文

化国家という用語を用いることさえ，国家権力と

文化を結びつける行為につながるとして控えよう

とする。たとえば， FD P出身の連邦議会議員で

あるヒルデガルト・ハム＝ブリュ γ ヒャーは，「白

パラ論争」が起こる以前にであるが，「対外文化政

策によってわが国が文化国家になる事実はともか

くとして，わが国がすでに文化国家であると前提

すること……は， うぬぼれ，または誤った優越性

（の認識）をにおわせるものである」とコメント

している。彼女は，とくに発展途上諸国と接する

場合，文化国家ということばを使用すると相手か

ら文化帝国主義者とみなされやすいと警告してい

るべこのほか，権力と文化の関係についてもっと

も極端な立場をとる緑の党の政治家は，文化に対

する「ありとあらゆる自由」を保障すべきことを

主張しているへ

リベラル派の文化国家理論を，より中道的・実

際的な立場からまとめているのが， 1989年にゲン

シャー外相が行った演説である。彼はまず，西ド

イツが文化国家になることとは「『国家の文化』

(Staatskultur）を追求する試みを一切否定する

ことである」と断言する。つまり，政府がドイツ

の「国民文化」という枠組みを勝手に固定して，

その中にうまくはまるような文化をつくることは

許きれないのである。彼は，文化国家はドイツ固

有の文化を発展させるだけでなく，他の文化（た

とえば外国人労働者や難民のそれ）に対しでも聞

かれているべきであること，そのような文化国家

の政策の根本は，唯一不可侵の個人の尊厳である

ことを強調する。個々人のっくりだす文化はそれ

自身のために存在するのであって，国家や政府の

ためにあるのではない。自由な文化の発展を支援

する国家こそが，真の文化国家だというわけであ
る位。

こうした文化国家理論は，「国民文化」の追求の

ように内向きの文化的求心力を強化しようとする

ものではなし積極的に外に向かった開放性を重

視する点で，コズロフスキーなどの保守派の文化

国家理論とは対照的である。ここでいう外への開

放性は，社会におけるきまざまの文化的活動の自

由を認め，異文化に寛容な社会的土壌を育むとい

う文化相対主義的な視角に加えて，「より人間的な

生活」という共通目標に向けて，異なる文化的背

景をもっ人々の協力をすすめるという側面をも包



-66- 国際関係論研究第 9号

含している。

ただしリベラル派は，こうした開放的な文化国

家を提唱することで，対外文化政策における政府

の役割自体を放棄しているわけではない。彼らは

むしろー政府が国際関係の改善に対する対外文化

政策のユニークな貢献についてもっと認識し物

質的・体制的支援を惜しみなく与える政治的推進

力を発揮すべきことを主張する 43。また，リベラル

派は，対外文化政策を通して国益の増大をはかる

ことを否定しているわけでもない。その反対であ

る。彼らによれば，対外文化政策によって得られ

る国益一国民間の連常醸成や異文化に寛容な社会

の建設，文化協力を通した現代世界の諸問題の解

決ーは，目に見える貿易収支の変化や国際協定の

締結などとは別次元のものである。そして，そう

した利益は，通常の政策とは違うタイムスパンに

基づいて，政府外交とは異なった媒体によって獲

得されるからこそ，自由な文化交流を保障する文

化国家が必要なのである。このことは，とくに文

化交流の実施を担う実務者たちが，よく指摘して

いるへ

リベラル派が理想とする文化国家のイメージは，

戦後の西ドイツが全体主義への反省に基づいて模

索してきた，分権的で民主的な国家像と合致して

いる。彼らの主張は，デタント志向の東方政策や，

ヨーロッパ統合を一貫して追求してきたゲンシャ

一外交の成果に基づく，地域や世界に開カ通れたド

イツ国家の建設への希望と自信に裏打ちされてい

るといえる。

3. 「白パラ論争」における議論の対立軸

第 2 節では， ドイツの「白パラ論争」において，

「文化国家」というキーワードに焦点を当て，こ

のことばの裏に，ふたつの陣営が，文化と国家に

ついて，いかに異なる理念を込めていたかを概観

した。本節では，以上で整理した議論をもとに，

「白パラ論争」で文化についての議論の対立基盤

となったいくつかの「軸」を抽出してみたい。大

きく三つの対立軸が見いだされるように思われる。

(1 ）「国家中心的」対「多様な社会集団重視」

まず第一に，「白パラ論争」のふたつの陣営は，

国際関係についての異なる視座にたっている。こ

れは，それぞれの陣営の論者が，現在の国際社会

で文化の担い手となるアクター（主体）として何

をイメージしているか，またそうしてイメージき

れたアクターが構成する国際社会の中で，何をも

って国益とするかの違いに由来している。

保守派は，現代の世界において人聞が生きるた

めには国家，それも伝統に基づいた下国民文化」

を核として構成員を統合する国民国家が最も重要

な手段であると考えているペ彼らにとって，「国

民の文化的本質を，全力をもって強化増大きせる

国家」46こそが真の主権国家である。とくに，戦後

西ヨーロッパ随ーの経済発展を続けながら，侵略

国家のイメージを引きずってきた西ドイツが「普

通の国」になるためには，国民の愛国心を惹きつ

ける国家の建設が是非とも必要とされる 47。対外

文化政策で，素晴らしいドイツ文化を世界に提示

することは，国民が自国に誇りを持ち，ナショナ

ル・アイデンティティを強化する大事な手段である。

また，保守派は，国際関係は基本的にセーロ・サ

ム的なパワーポリティクスの世界であり，自国の

パワーを他の国よりも相対的に拡大していくこと

が，国家とそれを構成する人々にとっての最高の

利益，すなわち国益であると想定している。 ドイ

ツ語が普及することが「経済関係の開拓と促進」

を実現するべあるいは「ドイツの対外交渉におい

て，よりよいパートナー」を増やす柑ことにつなが

ると信じる彼らは，文化を一種の代替性の高い

(fungible な）パワーとみなしているといってよ

い。そして，文化政策を通して大国としてのイメ

ージ作りに励む隣国の東ドイツ（当時）やフラン

スに比べて，原子力やゴミ問題，ヒトラ一時代の

歴史といった，物騒かっ「自己誼責的な」イッシ

ューにばかりこだわる西ドイツの政府支援文化交

流事業が，いかに西ドイツの不利にはたらいてい

るか50をつぬに意識する保守派は，自国にとって

の相対的な利益（relative gain）こそが国際関係に

おける最も重要な利益だととらえているのである。

だからこそ，文化交流においても，国境の枠が

強調され， 自国の「国民文イじ」が世界の中で優れ

ているというイメージを外国国民に植えつけるこ
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とが肝要になってくるし政府は対外文化政策に

おいて，政策をそうした方向へと向けていくため

の指導力を発揮することが必要だと主張されるの

である。

リベラル派は，これに対して，世界全体をひと

つの大きな社会（Weltgesellschaft，世界社会）と

とらえる。彼らにとって，「国際社会」は， もはや

形而上学的な概念ではなしすでに実現途上のも

のなのである。この国際社会は，国家のもとに統

合きれた国民社会を始め，エスニック集団，地方

や地域の社会，職業集団，知的サークル，イッシ

ュー毎の市民組織など，様々な規模の，互いに重

なり合うより小さな社会（Gesellschaft，社会集団

といってもよい）から構成されている。そして，

国家とそこに暮らす人々の福利は，国家聞の関係

運営のみならず，多様な Gesellschaft の聞の協力

と連帯を促進することによってはじめて達成され

ると想定される 51 0 リベラル派の思想の根本には，

「国際的な Gesellschaft 聞の関係をもっと安定

させていくことが，公的な国家間関係の補完とし

て，紛争の減少と安全保障に対する意義深い貢献

をなしうる」 52 という考え方が存在する。

こうした社会レベルの国際関係において，集団

聞の利害関係はゼロ・サム的なものではなし長

期的に見てすべての関係者が得をするような，ポ

ジティヴ・サムの関係である。リベラル派の対外

文化政策の基本概念のひとつであるらfートナー

シップ」は，双方向の文化交流を通して，お互い

の要求相手を知りたい，相手に知ってもらいた

い，新しいものに出会いたい，身の回りの自然・

社会環境を改善したい，などの「より人間的な生

活の条件」に対する希求ーを満たそうという構想

である。

リベラル派にとって，文化交流とは，まさにこ

の「社会聞の関係」改善のための道具である。国

家は，国境を越えて結びっく社会の自由なイニシ

アティヴが発揮されるよう側面から支援すること

によって，以上に定義されたような長期的な国益

を追求すべきであるとされるのである 530 

国際関係 (international relations）を構成する

国民国家（nation-states）を，国家（state）によ

って社会（society）が統合されたものと考える

と，保守派とリベラル派は，それぞれその一方ず

つに重点を置いて国際関係を把握しているといえ

る。すなわち，保守派の国際関係認識は，基本的

に inter-state relations 重視，これに対してリベ

ラル派の国際関係認識は inter-societal relations 

重視であると特徴づけられるへそして，文化はー

それぞれのイメージする国際関係を，その基底を

なす人聞の心理・生活レベルでの安定化をはかる

ことによって，よりよく運営するための鍵として

位置づけられているといえる。

(2）「求心的文化」対「開放的文化」

第二に，両陣営は，文化の性質についての見解

を異にしている。それは文化が基本的に求心的な

ものとみるか開放的なものとみるか，いいかえれ

ば，文化の「殻」を固いとみるか柔らかいとみる

かの違いである。

保守派は文化の殻を固いもの，また固くあるべ

きものととらえる。すなわち，様々の文化要素の

中でも，時代を越えて受け継がれてゆくドイツ固

有の伝統や言語が重視され，対外文化政策の中で

は，世界に拡がるドイツ民族の文化的連帯の保持

に価値が置かれている。「白パラ論争」よりもかな

り以前に 55ゲーテ事務局長を務めていたヴェルナ

ー・ロスは， 1984年の論文において，「約150年間

・・ヨーロッパや世界の文化を主導してきた」ド

イツの伝統文化という貴重な「資本」こそが，文

化交流の基本となるべきだと主張している 560 ま

た，コール首相は， 1983年春の施政方針演説で，

ドイツ語普及と海外ドイツ人学校支援を対外文化
政策の中心に据えることを公約している5\

文化の枠の固きはまた， とくに国際関係の中で

は，主権国家，あるいはそれを構成するネーショ

ン（Nation あるいは Volk58）が文化の枠組みとな

る，またそうなるべきであるととらえる保守派の

イメージに由来している。前節で明らかになった

ように，彼らの文化国家イメージは，ひとつの文

化的伝統を核として国民を強力に統合する国家で

ある。そこでは，文化と国家の枠が重ねあわされ，

文化の凝集力の強きを世界に誇るような対外文化

政策を行うことが推奨きれていることは，政治家

たちの発言にみたとおりである。
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また，異文化との接触においては，文化同士の

対立が強調される。西ドイツの継承する正統的な

ドイツの文化は，フランスの文化や東ドイツの社

会主義の文化と競合状態にあることがいつも念頭

に置かれている。これらの文化とドイツの文化が

互いに刺激し合って新しいものを生み出す可能性

については司保守派においてはあまり意識されて

いないといってよい。

一方， リベラル派は，文化を，外に向かつて聞

かれ，常に変化し発展する，柔らかい殻をもつも

のとみている。彼らの関心にあるのは， ドイツ固

有の伝統をそのままに保持することというよりむ

しろ，現代のドイツ社会がー外国人労働者・や留学

生などによってもちこまれる異なる文化要素をう

けいれ，多文化社会へと発展していくことである。

「文化国家は．他の文化やそこに属する人々を（自

国の文化や人間と）同等の権利を持つものとして

尊重する。文化国家は，世界においてもここドイ

ツ連邦共和国においても，異なる文化，異なる人々

に自らを開放し文化（複数形）が交流し，出会

い，互いを豊かにすることを求める。」 59 というゲ

ンシャーの発言が象徴するように， リベラル派の

文化をめぐる言説では，国境を越えて影響を及ぼ

しあう，文化のダイナミックな性質に焦点が置か

れている。

この文脈では，文化聞の対立よりも，協力や相

E理解，そして融合一異なる文化がお互いに刺激

を受け合って，さらに高次の文化に発展すること

ーの可能性と重要性が強調されている。文化交流

事業において句一方的な自己顕示（Selbstdarstel

lung）ではなし対話（Dialog）を重視した「パ

ートナーシップ」に基づく共同作業を旨とするリ

ベラル派の姿勢60からも，そうした考え方の一端

がうかがえる。そして，そうした異文化の交流の

接点に置かれるのは，文化要素の中でも，現代世

界に生きる人々が共通に関心を寄せるところの，

普遍的な人間性の問題一人権や環境といったいわ

ゆる「グローパル・イッシュー」や，歴史の問題

や社会の矛盾に対する，疑問，疑念，抵抗，未来

へ向けての努力といった「人聞の現実

(Reali tat）」 61て、ある。そこでは，学問・芸術にお

ける古典文化は司現在進行中の人間生活に関連す

るアクチュアリティにおいて問題になるのであっ

て，それを「博物館のように」カ、ラスケースに保

存して鑑賞する態度は，拒絶されている 62 といえ

る。

ふたつの陣営における，以上のような文化の殻

の固さに関する態度の違いは，すなわち文化の不

変性を重視するのか，可変性を重視するのかの違

い，また，個々の文化に固有の特殊性を重視する

のか，全ての文化に共通する普遍性を重視するの

かの違いである，といってもよいだろう。

(3）「集団志向」対「個人志向」

第三に，両陣営は，文化の究極的な担い手とし

て，集団を設定するか，個人を設定するかについ

て相反する意見をもっていることがわかる。これ

は自由と人聞のアイデンティティについて，両者

が掲げる規範の問題でもある。

現代国際関係の中で国民国家が果たす役割を重

視し強力な国民国家を希求する保守派にとって，

文化は，国民国家の人間集団としての枠組みを形

作り，これを補強するものである。彼らによれば，

ドイツ人にとっての「丈イじ」とは，なかんずくド

イツ民族の文化である。これは，「白パラ論争」の

時点においては．その正統性を西ドイツが代表し

ているとされたところの，ヴィルへルム帝国や，

あるいはもっと古来のゲlレマン民族の歴史を継承

し，将来の統一ドイツ国家の基盤となるべき， ド

イツ国民の文化である。ドイツ分断の現実は，「言

語と文化の共通性の意識が生き続けるならば，克

服されうる。」 63そこでは，文化が，彼らの求める

ドイツ国民の「枠組み」をかたちづくるものであ

ると想定されている。

保守派の思考では，まず文化の枠組みとなる「国

民」という集団が設定されており，これに付随し

て，その集団に所属する個々人の存在がある。文

化を創造したり，これを他に伝達する個人のイニ

シアティヴは，集団の枠組み 政府当局が望まし

いと想定する「ドイツ国民文化」 を補強するの

に役立つ限りにおいては，尊重される。しかし

とくに国境の外においては，国家主権の絶対性の

原則を理由に，体制批判の文化活動が厳しく制限

される。「白ノ〈ラ論争」で，保守派によるゲーテの
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文化プログラム批判のやり玉にあげられたのが，

ハインリヒ・ベルやギュンター・グラスといった

当時の政府に批判的な文筆家や，反核運動の指導

者だった経歴を持つ環境保護論者の海外講演会で

あったことは，「国家」の枠を超えるような，ある

いはその枠を弱体化させるような人間活動色保

守派が正統的ドイツの「丈イじ」として認めていな

かったことを物語っている。

これに対して， 1）ベラル派は，文化を論じる際

に，個人の自由と尊厳を最大限に重んじている。

「独創的な個人が自由にその創造性を発揮できる

ような可能性を与えるという，文化国家の責務は，

ひとりひとりの人聞のかけがえのない尊厳に対す

る，民主主義の基本的な確信の帰結なのである」“

というゲンシャーのことばは，そのような姿勢を

端的に示している。リベラル派にとって，文化交

流とは「人々が出会う」ところであり，そこでは

「文化の認識と伝達における（各人の）主体性

(Subjektiviutt）がなくてはならない」。対外文化

政策の領域においても，「ここ（政府）で誰かが，

ある特定の文化像をきめてしまうとか，そうした

文化像が広められなくてはならないとかいうこと

は，ばかげたことなのである。」日

リベラル派の視点では， ドイツの内部で文化の

枠を形作る集団はドイツ民族に限らない。定住外

国人の文化的アイデンティティにも目を向けるべ

きである 66 し，左翼知識人たちもまた「ドイツ民主

主義のスベクトルの一部」肝であると主張する彼
らは，そうした社会的マイノリティの集団もそれ

ぞれ独自の文化を形成できると仮定している。そ

してその中でどのような文化を選ぴとるかの究極

的な選択権は，前述の通り，国境の内側において

も外側においても，個人の権利の一部に位置づけ

られており，それにドイツ連邦政府が口出しする

ことはできないのである。

ドイツでは，へーゲルの「人倫」概念に代表さ

れるように，個人は何らかの集団に属してこそ，

自らの能力が最大限に発揮でき，またいきいきと

生活することができるという哲学が歴史的に発達

してきた。「白パラ論争」におけるリベラル派の「個

人重視」も，非ヨーロッパ系外国人コミュニティ

やアルタナティーフ68 といったユニークな集団に

属する個人の権利を尊重する立場で議論する傾向

がありベ極端なアトミズム的個人主義の主張は

あまり見られない。しかしながら，全体として，

国民集団の枠の絶対的拘束性にとらわれていない

という意味で，やはりリベラル派は保守派と比べ

て個人志向に分類されうる。

そもそも文化は所定の集団のもつ特徴をさす概

念であるから，現実には文化を論じるうえで集団

の観念から逃れることはできないともいえる。た

だし文化についての議論の中でも，集団の数と

その枠組みの強度についての認識の差異によって，

このような対立軸を設定することができると思わ

れる。

4. 「白パラ論争」分析が意味するもの

文化・国家・個人

以上， 1980年代ドイツにおける対外文化政策を

めぐる「白パラ論争」を事例として，国際関係に

おける文化と国家に関する，ふたつの相対立する

思潮を概観してきた。本稿ではあまりふれなかっ

たが，より詳細にみると，保守派， リベラル派は

必ずしも一枚岩とはいえない部分もある700 しか

し大局的には，「白パラ論争」の議論は，第 2 ・

3 節で提示きれた，ふたつの対立する立場に集約

できるといってよいだろう。

「白パラ論争」は，国際関係の文脈の中で，文

化交流政策のディレンマをめぐる議論の対立軸が，

「文化・国家・個人」の三者関係をどのようにと

らえるか，という論点に沿って設定できることを

示唆している。この論点は，現代国際関係におい

て，国家，あるいは国民が，文化の最も重要な枠

組みのうちのひとつであるーしかし唯一の枠組み

ではないーという問題に関連している。

現代において国家が成立し発展するためには，

その領域内部に生活する人々が「われわれ意識

(we-feeling）」によって結びつけられ，国民形成

が進んでいることが不可欠で、ある。文化は，国民

のそうした「われわれ意識」の基盤をつくり，ま

たそれを象徴するところの，共通の生活様式であ

る 71。その一方で，現代においては，交通通信技術

の発達や，経済活動のグローパル化が，国家とは
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異なる枠組みを持つ多様な文化集団の活動を急速

に活発化きせ，人々のアイデンティティを分散さ

せている 72。こうした状況下では，政治の場で文化

交流が論じられる場合，国家が国境を越えた文化

活動とどのような形でかかわるべきか一政府にと

って好ましい活動を積極的に推進すべきか，それ

とも国境を越えて文化活動を行う個人の自由を尊

重し，古典的な意味での「国益」とは矛盾するも

のをも含めた多様な活動を側面支援すべきかーが，

クリテイカルな問題となる。つまり，文化と国家

のからみあいを，それぞれの構成要員である個人

の権利との関連でいかにとらえるかという問題が

浮かび上がってくるのである。

1980年代西ドイツの場合，「国民」には，現実の

西ドイツ国民のほかに．将来の統一ドイツ国民と

いう想像上の国民も含まれていた。「白パラ論争」

で明らかになったふたつの思潮の対立の裏には，

ドイツ分断と L汁現実の下で，いかにして，また

どのような国家を建設していくか，という問題

と，民主主義国家，さらには国際社会において，

個人の権利のどの程度保障すべきかという問題に

ついての，相反する見解の相魁が存在していたの

である。ふたつの「文化国家」の主張は，そうし

た対立する見解が，政治的スローガンとしての「文

化」というキーワードに込められた結果であった。

国際関係における文化をめぐる議論の対立軸

ふたつの「文化国家」論からさらに引き出され

た，文化と国家に関する三つの思考上の対立軸も，

実はすべて，「文化の枠組みとして，国家あるいは

国民を， どの程度重要視するか」という問題に関

連している。これらの対立軸は， ドイツでの事例

を超えて，国際関係における文化に関する一般的

な問題を考えるにあたっても，何らかの手がかり

となりうるように思われる。

しかし，ここで挙げた「『国家重視』対「社会集

団重視」」，「「求心的文化』対『開放的文化』」，「「集

団志向』対 r個人志向』」という三つの対立軸の内

容，また，それぞれの対立軸の対立項の，「国家重

視一求心的文化集団志向」対「多様な社会集団

重視一開放的文化→毘人志向」という組み合わせ

のパターンは，文化と国家の問題をすべて説明し

うるような，唯一絶対的なものではない。それは，

あくまでも，統一前の西ドイツという，国際社会

の中でも独自の状況にあった国家において，また，

政策としての文化交流という特殊な分野の限られ

た問題に関して，あてはまる論点である。 ドイツ

以外の地域，また，文化交流政策とは異なる政策

分野については，また別の対立軸が，違った形の

組み合わせで‘議論の焦点となることが推測され

る。

まず，対立軸の内容についてであるが，「白パラ

論争」の議論を読み解くことによって抽出された

三つの対立軸が，国際関係における文化に関連し

た議論において常に争点となるとは眠らない。議

論によっては，それらの対立軸が，まったく問題

にされないときもあろう（たとえば，発展途上の

独裁国家の文化交流政策では，国家以外の社会集

団や個人の問題はとりあげられないであろう）し

また，本稿で整理したのとは異なる，新しい対立

軸が争点となる場合もあろう。

本稿では直接ふれなかった，国際関係における

文化についての重要な，思想的対立軸のひとつに，

文化の「特殊性」対「普遍性」の対立軸がある。

近年とくに，アメリカやフランスなどで移民の社

会統合政策に関する議論が行われるとき六また

欧米諸国と非欧米諸国の間で人権や開発の問題に

関して論争が起きるときへこの対立軸は「文化の

多元主義（コミユニタリアニズム）対普遍主義（ I J 

ベラリズム）」の対立としてしばしば現れている。

コミユニタリアニズムは，移民の出身エスニシテ

ィや非欧米社会の独自の文化を，欧米の文化と同

等の価値を持つものとして尊重すべきとする。こ

れに対してリベラリズムは，コミュニティの因習

に束縛されない個々の人間を（国内・国際）社会

の構成要員とみなし人類共通の普遍的文化を維

持・発展させようという立場に立つ。問題の核心

は， リベラリズムの掲げ、る「普遍的文化」が， し

ばしば西洋，とくにアングロサクソンやフランス

起源の自由・平等・合理性・個人主義といった価

値を基盤にしているところにある。

ドイツにおいては，「白ノfラ論争」の事例を見る

限りでは，特殊対普遍，あるいはコミユニタリア

ニズム対リベラリズムの対立軸はそれほどはっき
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り現れていない。保守派はドイツの伝統文化，ま

た Cs U寄りの人々はとくにバイエルンの地方文
化の，他の国や地方の文化に対するユニークな魅

力を強調する点では，「特殊性重視」といえる。そ

の一方で、’ ドイツの文化に，世界の人々を惹きつ

け，人類の発展に貢献する普遍的な価値があると

信じる点で，彼らは文化の「普遍性重視」論者で

もある。これに対して， リベラル派は，双方向の

パートナーシップをスローガンとして文化交流に

おける「相E性」を何よりも大切にしている点で

は，異なる文化それぞれの「特殊性」を重視して

いる。他方，歴史問題やグローパルな問題，現代

の社会問題一般への共同の取り組みを通して，交

流相手と共通の知恵を増やし連帯感を強めてい

こうとする点で，彼らは疑いなく人類文化の「普

遍的方向性」の存在を信じ，これを追求している。

要するに，「白パラ論争」においては，文化の「特

殊’性」対「普遍性」の対立軸は，対立項のどちら

か一方のみを選び取らなくてはならないという相

互排他的なものではない。ふたつの陣営は，背後

関係はそれぞれ異なるものの，どちらも「特殊」

と「普遍」の双方の価値の重要性に目配りしてお

り，その意味では曲がりなりにも均衡のとれた立

場にあるといえる。

しかし ドイツでも，対外文化政策の対象とな

る文化交流事業よりも広い意味での文化交流を視

野に入れた場合，この均衡は大きく揺らいでくる

可能性をもっている。とくに，開発援助政策にお

ける文化の問題や，外国人の社会統合問題などで

は， ドイツの政策決定者たちもやはり，政策プロ

セスの中で，異文化の独自性の尊重と，発展や民

主主義といった普遍的な（あるいは少なくとも国

際社会の多くの部分で普遍的とされている）価値

の実現のどちらかを優先せざるを得なくなる場合

が出てくることが推測きれる。そのとき，文化の

「特殊」対「普遍」の対立軸は，政策の重要な争

点となって，政府や社会を二分することになるで

あろう。

次に，対立軸の相互関係一対立項の組み合わせ，

あるいは軸のねじれ であるが，「白ノ〈ラ論争」で

は，保守派が「国家中心的一求心的文化一集団志

向」， リベラル派が「多様な社会集団重視一開放的

文化→固人志向」という風に，対立軸のそれぞれ

一方ずつを掲げる形になっていた。しかし，「白パ

ラ論争」以外の議論のケースにおいては，軸のそ

れぞれの極は．本稿での事例におけるつながり方

とは違った「ねじれ」をもって，組み合わされて

いることも多いように思われる。

たとえば，近年アメリカで一部のアフリカ系市

民を惹きつけている，独自のアフリカ文化への回

帰の主張は，独立国家をつくろうとはしない一方

で，アメリカの内部で，合衆国の理念とは異なる

信念に基づく自分たちだけのコミュニティを築こ

うとする点で，「多様な社会集団重視」かっ「求心

白守」であるといえる。

また，フランスでの移民統合をめぐる議論にお

いて，ムスリム系移民の少女は宗教的な理由から

みな学校にスカーブをしていくべきだとする敬漫

なイスラム教徒の主張は，「多様な社会集団重視」

かつ「集団志向」の組み合わせに近いといえよう。

これに対して，スカーフをするという選択肢をも

っ自由自体を強調し擁護する「相違への権利」の

主張は，「多様な社会集団重視」かつ「個人志向」

に分類されうると考えられる。一方，国民統合の

手段としての公教育の立場からスカーフ着用を禁

止すべきだという人々は，「国家中心的」で「求心

的」な「集団志向」，かっ「文化の普遍性重視」の

立場であるといえよう。

国際関係における国家と文化をめぐる議論は，

複雑にいりくんでいる。議論の根底には，いくつ
かの異なる思想的対立軸が存在するが，それらは．

議論の行われる時代や地域，対象問題領域，また

論者によって，様々な内容と形をもって相互につ

ながってくるのである。本稿の分析が明らかにし

た，「白パラ論争」のふたつの立場の文化交流政策

理念を構成する三つの対立軸は，現代の文化交流

政策，また国際関係における文化の問題一般をめ

ぐる議論の様々な対立軸の一部として理解すべき

であろう。国際文化関係の座標軸の全体像を明ら

かにするためには。今後， ドイツ以外の国，また．

文化交流政策とは別の政治・社会領域も視野に入

れた研究で，より詳細な分析を行うことが必要で

ある。
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Hrsg., op.cit., pp.48-51。 Leitslitze /ilr die Auswlirtige Kuituゆolitik の 11.4項にも，そのような構想がみられる。

(54) ふたつの国際関係認識についてのより詳細な分析は，前出の筆者修士論文，第 3章第 1 節を参照。

(55) 1960年代と思われるが，詳細は不明。
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(73) 梶田孝道は，フランスの移民問題に関するタギエフの議論を引用し，「個人一普遍主義」（同化志向）と「伝統一
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